
国立大学法人岩手大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成１８年度における役員報酬についての業績反映のさせ方
　　　当法人が定める役員に支給する期末特別手当（ボーナス）において、規程の額に当該役員

　の業務に対する貢献度等を考慮して、その額の１００分の１０の範囲内でこれを増額し、又は減額

　することができることとしている。

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長 　　　　　　俸給月額を、国家公務員の水準引き下げに準じて６％程度引き下げた。

理事 　　　　　　俸給月額を、国家公務員の水準引き下げに準じて６％程度引き下げた。

理事（非常勤） 　　　　　　該当者なし

監事 　　　　　　俸給月額を、国家公務員の水準引き下げに準じて６％程度引き下げた。

監事（非常勤） 　　　　　　手当日額を、常勤役員の水準引き下げに準じて６％程度引き下げた。

２　役員の報酬等の支給状況

平成１８年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

１１月１日１名 １０月３１日１名

千円 千円 千円

12,530 8,736 3,705
４月１日１名

（再任）
千円 千円 千円 千円

1,160 1,160 0 0

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

理事
（　　４人）

監事
（　　１人）

監事
（非常勤）

（　　１人）

54,153

　  89　（寒冷地手当）

　　24　（通勤手当）法人の長 18,066 12,780 5,173
　　89　(寒冷地手当）

37,530 15,127
  296     (通勤手当）

  360   （寒冷地手当）
  840 （単身赴任手当）
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３　役員の退職手当の支給状況（平成１８年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

法人での在職期間 摘　　要

監事

法人の長

理事
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　　
　　中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、人員の適正な配置及び合理化
　を行い当法人で決定した予算の範囲内で人件費の管理を行っている。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　　当法人の運営活動に必要な経費の大部分が国からの運営費交付金に委ねられている
　ことから、国家公務員の給与水準を充分考慮し、国家公務員の例に準じた措置を講じて
　いる。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

　　勤務成績を考慮し、昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率を決定している。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成１８年度における給与制度の主な改正点

　　・俸給月額を国家公務員の水準引き下げに準じて平均４．８％引き下げた。
　　・昇給制度を国家公務員の制度に準じて改正した。
　　　①　昇給時期を年１回（毎年１月１日）に統一（勤務成績判定期間は、前年の１月１日
　　　　　から１２月３１日）
　　　②　昇給と特別昇給を統一し、昇給の区分を特定職員（教授・事務局部長等）にあって
　　　　　は５段階とし、特定職員以外の職員にあっては３段階として職員の勤務成績が昇給
　　　　　に適切に反映される制度とした。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

昇　　給

昇給日（毎年１月１日）前１年間に係る当該職員の勤務成績により、特定職員（教
授・事務局部長等）にあっては５段階の昇給区分で、特定職員以外の職員にあっ
ては３段階の昇給区分により決定された区分により昇給する号俸が決定する。（給
与法等を準用）

昇　　格
特に勤務成績が優秀で、かつ法人が定める必要経験年数を有している者は上位
の級に決定することができる。（給与法等を準用）

勤勉手当
６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、
基準日以前６か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ支
給割合を決定する。（給与法等を準用）
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

〔年俸制適用者以外〕

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

707 47 7,759 5,582 54 2,177
人 歳 千円 千円 千円 千円

223 43 5,699 4,169 73 1,530
人 歳 千円 千円 千円 千円

398 50.2 9,138 6,513 45 2,625
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 56.1 5,693 4,147 58 1,546
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 42.4 7,302 5,369 44 1,933
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 39.2 6,637 4,899 45 1,738

人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 42.3 5,186 3,755 32 1,431

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

在外職員

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

再任用職員

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医師）

技能・労務職種

その他

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（附属養護学校教員）

教育職種
（附属義務教育学校

教員）

教育職種
（外国人教師等）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち賞与平均年齢
平成１８年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員
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人 歳 千円 千円 千円 千円

14 53.8 4,244 3,092 96 1,152
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 54 3,894 2,831 64 1,063
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

〔年俸制適用者〕

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（外国人教師等）

その他

在外職員

任期付職員

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

教育職種
（附属養護学校教員）

教育職種
（附属義務教育学校

教員）

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

人員 平均年齢
平成１８年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与区分

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）
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人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

16 36.5 4,744 4,744 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 36.5 4,744 4,744 0 0

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注：常勤職員における教育職種（外国人教師等）及び非常勤職員における教育職種（大学教員）については、
　　該当者が２人以下のために人員欄のみ記載し、その他の欄は記載を省略した。
注：常勤職員におけるその他の欄は、該当者が少数のために独立した職種として公表することが適当でない
　　と判断した職種（附属学校所属の栄養士及び保健管理センター所属の保健師、看護師）を示す。
注：委託費等雇用職員とは、「知的財産の活用を推進する業務」、「研究成果の技術移転による新たな事業
　　及び企業の創出に関する支援業務」、「産学官による共同研究」又は「拠点形成の教育研究又は研究」
　　に従事する職員を示す。

医療職種
（病院看護師）

再任用職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

委託費等雇用職員

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注：２０～２３歳の年齢階層における該当者が４人以下のため、第１・第３分位折れ線を表示していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

16 56.3 6,961 7,693 8,115

55 28.4 3,195 3,615 4,054

注：「課長」には、課長相当職である事務長を含む。

注：「主事」とは、当法人において「係員」相当職の者を示す。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職
員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均人員分布状況を示すグループ

　代表的職位
　 ・課長
　 ・主事

平均年齢

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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注：２８～３１歳の年齢階層における該当者が４人以下のため、第１・第３分位折れ線を表示していない。

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

200 56.7 9,643 10,375 10,990

153 44.7 7,780 8,187 8,694

人員 平均年齢 平均

　代表的職位
　 ・教授
　 ・准教授

分布状況を示すグループ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

(参考)平成15年度の国の教育職
(一)の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円
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③

事務・技術職員

区分 計 １０級 ９級 ８級 ７級 ６級

標準的 事務局長 事務局長 事務局長 部長 課長
な職位 部長

人 人 人 人 人 人

223 0 0 0 3 7
（割合） （0%） （0%） （0%） （1.3%） （3.1%）

歳 歳 歳 歳 歳

59 59

～ ～ ～ ～ ～

49 55
千円 千円 千円 千円 千円

7,983 6,678

～ ～ ～ ～ ～

6,698 5,678
千円 千円 千円 千円 千円

10,926 9,035

～ ～ ～ ～ ～

9,020 7,838

区分 計 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 課長 主査（副課長） 主査 主事 主事
な職位 主査（副課長） 主査 主任

人 人 人 人 人 人

15 58 85 29 26
（割合） （6.7%） （26%） （38.1%） （13%） （11.7%）

歳 歳 歳 歳 歳

59 59 59 35 29

～ ～ ～ ～ ～
39 42 30 27 21

千円 千円 千円 千円 千円

5,866 5,518 4,990 3,514 2,647

～ ～ ～ ～ ～

4,837 4,315 2,767 2,393 2,094
千円 千円 千円 千円 千円

7,985 7,770 6,804 4,607 3,490

～ ～ ～ ～ ～

6,787 5,995 3,688 3,261 2,786

教育職員（大学教員）

区分 計 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 教授 教授 准教授 講師 助教 教務職員
な職位

人 人 人 人 人 人 人

398 0 200 153 14 31 0
（割合） （0%） （50.3%） （38.4%） （3.5%） （7.8%） （0%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

64 63 63 63

～ ～ ～ ～ ～ ～

41 32 31 31
千円 千円 千円 千円 千円 千円

9,250 7,097 6,544 5,393

～ ～ ～ ～ ～ ～

5,457 4,088 4,183 3,882
千円 千円 千円 千円 千円 千円

13,029 9,923 9,100 7,394

～ ～ ～ ～ ～ ～

7,608 5,708 5,739 5,364

年間給与
額(最高～

最低)

 職級別在職状況等（平成１９年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

年齢（最高
～最低）

人員

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)
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④

事務・技術職員

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

64.4 67.3 65.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.6 32.7 34.1

％ ％ ％

         最高～最低 　43.3～32.9　　　39.5～30.0　　 41.3～31.4　　

％ ％ ％

65.9 68.8 67.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.1 31.2 32.6

％ ％ ％

         最高～最低 　39.8～31.4　　　36.6～23.5　　 36.8～28.5　　

教育職員（大学教員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

63.4 66.9 65.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.6 33.1 34.8

％ ％ ％

         最高～最低 　43.2～33.0　　　39.4～30.1　　 　41.2～31.5　　

％ ％ ％

65.8 68.7 67.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.2 31.3 32.7

％ ％ ％

         最高～最低 　39.8～32.1　　　36.6～29.4　　 　37.7～30.8　　

⑤

事務・技術職員
対国家公務員（行政職（一）） 85.7
対他の国立大学法人等 98.4

教育職員（大学教員）
対他の国立大学法人等 95.9

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

給与水準の比較指標について参考となる事項

　教育職員（大学教員）と国家公務員（平成１５年度の教育職（一）との給与水準（年額）の比較指標

教育職員（大学教員）

　　対国家公務員（平成１５年度の国の教育職（一）） 96.4

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

区分

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育
職員（大学教員））

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成１８年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成18年度）

前年度
（平成17年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

　総人件費について参考となる事項

①「給与、報酬等支給総額」、「最広義人件費」について、対前年度比における増減状況に

　ついての説明

　給与、報酬等支給総額の対前年度比はマイナス０．９％であるが、対象職員の入れ替えに

よる減少と考えられる。

　最広義人件費の対前年度比はマイナス０．６％であるが、給与、報酬等支給総額の減少が

要因と考えられる。

②「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律

　第４７号）及び「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）による人件費削減

　の取組の状況

　ⅰ）　主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組に関する事項

　　　行政改革の重要方針において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費

　　削減の取り組みを行う。

　ⅱ）　法人が中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえ

　　た見直しの方針

　　　総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成２１年度までに概ね４％の人件費の削減を

　　図る。

　　　・人的資源を教育研究の高度化を図るための大学の戦略的重点課題に振り向けつ

　　　　つ、退職教職員の不補充等を行い、業務の効率化を図ることで、平成１７年度人件

　　　　費予算相当額に対して２３７百万円（３．５％）を削減する。

　ⅲ）人件費削減の取組の進ちょく状況

　　　　５年間で教員２０名、事務系職員２５名削減する５％人件費削減計画に基づき、

　　　平成１８年度は事務系職員５名を削減するとともに、教員の欠員後補充の６か月

　　　凍結を継続して実施した。

　　　　総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成１８年度は平成１７年度人件費予算

　　　相当額に対して２３７百万円（３．５％）削減する計画を上回って削減した。

110,136869,901 △29,923

最広義人件費

15,794827,570 819,297 8,273
福利厚生費

（1）

（△3.4）

573,015 542,558

比較増△減

△56,7946,323,140

839,978

(△0.9)

62,65730,457 （12.3）

中期目標期間開始時（平
成16年度）からの増△減

退職手当支給額

非常勤役職員等給与

（△1.9）

（15.1）

給与、報酬等支給総額
6,266,346

区　　分

（0.8）8,506,909 8,554,896 △47,987 （△0.6） 67,231

△121,356

（1.9）

(5.6)
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　　　　・基準年度（平成１７年度）の「給与、報酬等支給総額」　　6,323,140千円

　　　　・当年度（平成１８年度）の「給与、報酬等支給総額」　　6,266,346千円

　　　　・当年度までの人件費削減率　　マイナス０．９％

（注）　計算式＝（当年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×１００

③そのほか、法人が総人件費について考慮すべき事項、説明すべき事項について

　　　　・当年度（平成１８年度）の「給与、報酬等支給総額」　　6,266,346千円　…　ａ

　　　　・平成１７年度の「人件費予算相当額」　6,789,148千円　…　ｂ

　　　　・人件費の削減率（対人件費予算相当額）　　マイナス７．７％

（注）　計算式＝（ａ－ｂ）÷ｂ×１００

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし
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